
- 1 -



- 2 -



31 25 200

29 24 192

- 3 -



31 25 200 30

29 24 192 20

- 4 -



- 5 -



別紙 
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労働基準法第 32条の４の変形労働時間制の新型コロナウイルス感染症対策のための 

特例の対象となる事業場であることの確認書 

 

令和  年  月  日 

事業場名 

（所在地） 

 

 当事業場は、新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間を対象期間に含む労働基準法第

32 条の４に定める変形労働時間制を実施している事業場であって、今般の新型コロナウイル

ス感染症対策の実施に伴い、変形労働時間制を当初の計画どおりに実施することが著しく困

難となったため、以下の１から４のいずれかの対応を行う事業場です。 

 

以下の□のいずれかにレ点を付した上で、変形労働時間制の変更・解約により実施する新

型コロナウイルス感染症対策の概要と当該対策を必要とする理由を【新型コロナウイルス感

染症対策の概要とその理由】の欄に記載すること。 
 
□ １．新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間における労働日数や労働時間数を変え

ることなく、労働日数や労働時間の配分を変更すること 

（所定休日を平日に変更すること等） 

 

□ ２．新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間における労働日数や総労働時間を当初

の計画から減少させること 

 

□ ３．発熱等の風邪症状が見られる職員等の休暇取得やスポーツ、文化イベント等の中止、

延期又は規模縮小等の対応等を補うため、新型コロナウイルス感染症の対策を行う

期間における労働日数や総労働時間を当初の計画から増加又は減少させること 

 

□ ４．上記以外の場合であって、新型コロナウイルス感染症対策の実施の影響により、新型

コロナウイルス感染症の対策を行う期間以外の期間における労働日数や総労働時間

等を当初の計画から変更すること 

 

【新型コロナウイルス感染症対策の概要とその理由】 
 

 

※新型コロナウイルス感染症対策の概要とその理由が確認できる資料を添付する方法によっても差し

支えない。 

※４．の場合は、新型コロナウイルス感染症対策による当該事業場への影響、それに伴い新型コロナ

ウイルス感染症対策を行う期間以外の期間のみの労働日数等を変更する必要性をより具体的に記載

すること。 



（新型コロナウイルス感染症対策のために労使協定を変更する場合の追記方法）

様式第4号（12条の4第6項関係） 追記する部分は赤字下線部分

人

人

（ 人）（ ）

分 分

( 分） ( 分）

日間

日間

分

分 日

協定の成立年月日 年 月 日

（変更前の協定の成立年月日 年 月 日）

職 名

氏 名

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法( )

年 月 日

年 月 日）

記載心得

　１　法第60条第3項第2号の規定に基づき満18歳未満の者に変形労働時間制を適用する場合には、「該当労働者数」、「労働時間が最も長い日の労働時間数」及び「労

　２　「対象期間及び特定期間」の欄のうち、対象期間については当該変形労働時間制における時間通算の期間の単位を記入し、その起算日を括弧書きすること。

　３　「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」については、別紙に記載して添付すること。

　４　「旧協定」とは、則第12条の４第3項に規定するものであること。

別添１

協定の有効期間

労働時間が最も長い週の労働時間数
日

（満 18 歳 未 満 の 者）

対象期間中の労働時間が48時間を超える週数 週 特定期間中の最も長い連続労働日数

労働時間が48時間を超える週の最長連続週数

該 当 労 働 者 数
（満18歳未満の者）

対 象 期 間 及 び 特 定 期 間
（ 起 算 日 ）

労働時間が最も長い日の労働時間数 時間

（満 18 歳 未 満 の 者） 時間

１年単位の変形労働時間制に関する協定届

事 業 の 種 類 事　　業　　の　　名　　称 事　業　の　所　在　地　　（　電　話　番　号　） 常時使用する労働者数

対 象 期 間 中 の 各 日 及 び 各 週 の
労 働 時 間 並 び に 所 定 休 日

対象期間中の１週間の平均労働時間数

分（別紙） 時間

時間

時間
対象期間中の総労働日数

週 対象期間中の最も長い連続労働日数

労働基準監督署長　　殿

印

変更前の協定の既済期間

旧協定の対象期間

　　　働時間が最も長い週の労働時間数」の各欄に括弧書きすること。

協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の

使用者
（変更前の協定届の届出年月日

職 名

氏 名

旧協定の労働時間が最も長い週の労働時間数

時間旧協定の労働時間が最も長い日の労働時間数

旧協定の対象期間中の総労働日数時間
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（新型コロナウイルス感染症対策のために労使協定を解約し再締結する場合の追記方法）

様式第4号（12条の4第6項関係） 追記する部分は赤字下線部分

人

人

（ 人）（ ）

分 分

( 分） ( 分）

日間

日間

分

分 日

分

日

協定の成立年月日 年 月 日

（解約前の協定の成立年月日 年 月 日）

職 名

氏 名

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法( )

年 月 日

年 月 日）

記載心得

　１　法第60条第3項第2号の規定に基づき満18歳未満の者に変形労働時間制を適用する場合には、「該当労働者数」、「労働時間が最も長い日の労働時間数」及び「労

　２　「対象期間及び特定期間」の欄のうち、対象期間については当該変形労働時間制における時間通算の期間の単位を記入し、その起算日を括弧書きすること。

　３　「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」については、別紙に記載して添付すること。

　４　「旧協定」とは、則第12条の４第3項に規定するものであること。

　　　働時間が最も長い週の労働時間数」の各欄に括弧書きすること。

協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の

使用者
（解約前の協定届の届出年月日 印

労働基準監督署長　　殿

職 名

氏 名

解約前の協定の既済期間 解約前協定の既済期間中の1週間平均所定労働時間数 時間

解約時の賃金清算の有無 有　　・　　無 清算を行った日（又は清算予定日） 月

中途解約の場合の清算に関する規定の有無 有　　・　　無

旧協定の対象期間 旧協定の労働時間が最も長い日の労働時間数 時間

旧協定の労働時間が最も長い週の労働時間数 時間 旧協定の対象期間中の総労働日数

労働時間が48時間を超える週の最長連続週数 週 対象期間中の最も長い連続労働日数

対象期間中の労働時間が48時間を超える週数 週 特定期間中の最も長い連続労働日数

労働時間が最も長い日の労働時間数 時間
対象期間中の総労働日数 日

時間

労働時間が最も長い週の労働時間数

（満 18 歳 未 満 の 者） 時間 （満 18 歳 未 満 の 者）

時間

１年単位の変形労働時間制に関する協定届

事 業 の 種 類 事　　業　　の　　名　　称 事　業　の　所　在　地　　（　電　話　番　号　） 常時使用する労働者数

　別添２

該 当 労 働 者 数
（満18歳未満の者）

対 象 期 間 及 び 特 定 期 間
（ 起 算 日 ）

対 象 期 間 中 の 各 日 及 び 各 週 の
労 働 時 間 並 び に 所 定 休 日

対象期間中の１週間の平均労働時間数 協定の有効期間

（別紙） 時間 分
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